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平成３０年 第３１回嬉野市農業委員会総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地等形状変更届出について   

 １  岩屋川内東荢漬川 外３筆 田の嵩上げ H30.1.4 承 認 

 ２  大草野妙現 外１筆 田を畑に転換 H30.1.4 承 認 

 ３  岩屋川内井手口 田の嵩上げ H30.1.4 承 認 

報告第２号  農地法第５条の規定による許可申請書の取下げについて   

 １  久間堤ノ上 一般住宅及び駐車場 H30.1.4 承 認 

報告第３号  農地法第５条第１項第７号の規定による届出について   

 １  馬場下五本松 送配電線路用支持物用地 H30.1.4 承 認 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について    

 １  久間道徳 外２筆 使用貸借権 H30.1.4 承 認 

 ２  大草野塔ノ原 外１筆 使用貸借権 H30.1.4 承 認 

 ３  大草野臥木 使用貸借権 H30.1.4 承 認 

 ４  吉田荒巻 賃借権 H30.1.4 承 認 

 ５  下宿二本櫻 賃借権 H30.1.4 承 認 

 ６  久間本志田原 賃借権 H30.1.4 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定   

 塩１～１０  五町田千堂 外１７筆 賃借権・使用賃借権 H30.1.4 承 認 

 嬉１～５  下宿三本松 外８筆 賃借権 H30.1.4 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １  吉田荒巻 外１筆 売買 H30.1.4 許 可 

 ２  大草野臥木 贈与 H30.1.4 許 可 

 ３  谷所茂手 売買 H30.1.4 許 可 

 ４  久間提ノ浦 外２筆 贈与 H30.1.4 許 可 

 ５  久間牛石 外９筆 贈与 H30.1.4 許 可 

議案第４号  農地法第４条申請の承認について   

 １  吉田立岩 太陽光発電設備設置 H30.1.4 承 認 

 ２  下野一本松一 植林 H30.1.4 承 認 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３  吉田成就ヶ谷 外２筆 植林 H30.1.4 承 認 

 ４  不動山東熊川内 外１筆 植林 H30.1.4 承 認 

 ５  下宿野畑 一般住宅 H30.1.4 承 認 

議案第５号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  下宿鳥谷 残土及び資材置場 H30.1.4 承 認 

 ２  久間堤ノ上 外１筆 一般住宅及び駐車場 H30.1.4 承 認 

 ３  下宿第七区画整理 住宅敷地 H30.1.4 承 認 

 ４  下宿第七区画整理 事務所用駐車場及び進入路 H30.1.4 承 認 

 ５  五町田笹谷 外２筆 植林 H30.1.4 承 認 



平成３０年 第３１回嬉野市農業委員会総会議事録 

 

１ 招集年月 日  平成３０年１月４日 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所嬉野庁舎 ３－１会議室 

３ 開 会 日 時  開会 平成３０年１月４日 午後１時３０分 議長 西田 昭義 

    及 び 宣 告  閉会 平成３０年１月４日 午後２時３８分 議長 西田 昭義 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

５ 出席及び欠席委員並びに職員  出席委員２４名  欠席委員１名 

 

（農業委員） 

席次 氏   名 出欠 備   考 席次 氏 名 出欠 備   考 

会長 西田昭義 出 議  長 １３ 田島昭英 出 議事録署名 

１ 松元正行 出  １４ 大島栄吉 出 議事録署名 

２ 水川靖廣 出  １５ 宮﨑勇 出  

３ 川原安幸 出  １６ 植松和幸 出  

４ 稲富 茂 出  １７ 一ノ瀬宏則 出  

５ 白川久美子 出  １８ 馬場みどり 出  

６ 富永敏文 欠  １９ 池田藤巳 出  

７ 小森隆昭 出 憲章朗読 ２０ 井手寛紀 出  

８ 渕野厚由 出  ２１ 前田安一 出  

９ 川内利光 出  ２２ 山﨑 正 出  

１０ 松尾 直 出 班  長 ２３ 山口智佐代 出  

１１ 江口幸一郎 出  ２４ 武藤 正 出  

１２ 池田博幸 出   

（職員等） 

農業委員会事務局長 白石 伸之 農地利用集積推進委員 秋月 治馬 

農業員会事務局主事 永田 良子 農林課副課長 小原 和子 



６ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 報告第１号 農地等形状変更届出について 

     報告第２号 農地法第５条の規定による許可申請の取下げ願いについて 

     報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

     議案第１号 農用地利用集積計画の解約について 

     議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

     議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

 

７ 会議の概要 

 

 

 

 

局  長  定刻になりました。 

本日は、富永委員が欠席です。定足数に達しておりますので、西田会長の御

挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 

 

会  長  （挨拶等） 

 

 

 

 

本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号７番小森委員にお願いします。全

員、御起立ください。 

      （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

御着席ください。 

 

議  長  それでは、ただ今から、平成３０年第３１回嬉野市農業委員会総会を開会 

いたします。本日、議題としますのは、報告３件と議案は５件で、審議事項 

は４１件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号１３番田島委員と１４番大島委員を指 

名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書１ページ）報告第１号 農地等形状変更届出について 



です。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      届出人は  下岩屋１区の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 荢
う

漬
づけ

川
かわ

 ○○○番○ 外３筆 

地目は４筆とも田  面積は合計９４６㎡です。 

理由は、県道より低い位置にあるので耕作の利便をよくするため、田の嵩 

上げを行いたいということです。 

図面は２ページと３ページ、写真は（ １ ）番を御覧ください。以上です。 

議  長  この件について、山﨑委員、地区担当委員としての説明、意見はありません

か。 

担当委員  別にありません。 

議  長  続いて、１２月２７日に６班で実施した事前審査の結果について、 

班長の 松尾委員、報告をお願いします。 

班  長  高齢であり、本人に確認したところ、息子が東京より帰ってくるというこ 

とでした。周辺は、道路、河川があり、問題ないと考えます。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、農地等形状変更届出整理番号１番については、全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      届出人は  角ノ谷
かくのたに

の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 妙
みょう

現
げん

 ○○○番１ 外１筆 

地目は２筆とも田  面積は合計２５７㎡です。 

理由は、水稲を作付けできないため、田を畑に転換したいということです。 

図面は４ページと５ページ、写真は（ ２ ）番を御覧ください。以上です。 

議  長  この件については、私の担当する地区の案件ですので、地区担当委員として、 

説明、意見を申し述べます。 

＜担当委員として会長説明等＞ 

      既に畑となっており、問題ないと思います。 

議  長  では、松尾班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  別にありません。 



議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件について、了承する委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、農地等形状変更届出整理番号２番については、全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      届出人は  上岩屋の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 井手口 ○○○番○ 

地目は田  面積は３７５㎡です。 

理由は、段差をなくし、トラクターが入れるようにするため、田の嵩上げ 

をしたいということです。当該地は、届出人の認識不足により、既に形状変 

更されていますので、始末書の提出を受けています。 

図面は６ページと７ページ、写真は（ ３ ）番を御覧ください。以上です。 

議  長  この件について、池田藤巳委員、地区担当委員として、説明、意見はありま

せんか。 

担当委員  （説明等） 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件について、了承する委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、農地等形状変更届出整理番号３番については、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、（議案書８ページ）報告第２号 農地法第５条の規定による許可申 

請書の取下げについてです。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書８ページ、整理番号１番です。 

      この案件につきましては、前回、平成２９年１２月１日開催の第３０回総 

会において、議案第６号整理番号３番として審議の結果、許可相当と決定 

されたものであります。 

      今回の取下げの事由は、平成２９年第３０回総会議案第６号整理番号３番 

の申請地の進入口の土地が農地であったので、分筆した上で、進入口まで 

を含めて、再度農地転用を申請したいということです。 

図面につきましては９ページと１０ページを御覧ください。以上です。 

議  長  この件について、田島委員、地区担当委員として、説明、意見はありません

か。 



担当委員  別にありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件について、了承する委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、農地法第５条の規定による許可申請書の取下げについて整理番号１ 

番については、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、（議案書１１ページ）報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規 

定による届出についてです。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１１ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は  町分の  ○○○○ 様 

      譲受人は  佐賀市の  ○○○○株式会社 ○○○○ 

                  ○○○○統括センター長 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字馬場下 五本松 ○○○番○ 

地目は田  面積は１９０㎡です。 

用途目的は、送配電 線路用 支持物用地 

事由は、塩田鹿島線 鉄塔用地として買収、取得したということです。 

東は田、水路  西は水路、田  南は田  北は水路です。 

図面は１２ページと１３ページ、写真は（ ４ ）番を御覧ください。 

以上です。 

議  長  この件について、井手委員、地区担当委員としての説明、意見はありません

か。 

担当委員  別にありません。 

議  長  では、松尾班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  別にありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

［全員挙手］ 

議  長  農地法第５条第１項第７号の規定による届出について、整理番号１番につ 

いては、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書１４ページ）議案第１号 農用地利用集積計画の解約 



についてを議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１４ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は  堤ノ上の  ○○○○ 様、 

      借受人は  同じく堤ノ上の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 道徳
どうとく

 ○○○番○ 外２筆 

地目は３筆とも田 面積は合計で３,０４０㎡、 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

期間は平成２６年３月１０日から平成３１年１２月３１日までです。 

解約理由は、借り手人の営農規模縮小のためということです。合意解約し 

た旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案どおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約につ 

いて、整理番号１番については、原案どおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 五代の  ○○○○ 様、 

借受人は 同じく五代の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 塔ノ原
とうのはら

 ○○○番○ 外１筆 

地目は２筆とも田 面積は合計で１,２２９㎡です。 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

期間は平成２１年５月１１日から平成３１年５月１０日までです。 

解約理由は、借り手人の都合によるためということです。合意解約した旨 

の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案どおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約につ 

いて、整理番号２番については、原案どおり承認することに決定いたしま 

した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は  南上の  ○○○○ 様、 

      借受人は  同じく南上の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 臥
ふし

木
ぎ

 ○○○番○ 地目は田 面積は２４３㎡、 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

期間は平成２４年６月１日から平成３４年５月３１日までです。 

解約理由は、農地法第３条により、貸付人と借受人との間で、所有権の移 

転をするためということです。合意解約した旨の通知を受けております。 

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案どおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約につ 

いて、整理番号３番については、原案どおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      貸付人は  佐賀市の  ○○○○ 様、 

      借受人は  峰川原の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 荒巻
あらまき

 ○○○番 

地目は田 面積は１，８０４㎡、 

利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

期間は平成２９年４月１０日から平成３４年４月９日まで、 

小作料は、反当り５,５４３円、年１０,０００円です。 

解約理由は、農地法第３条により、貸付人と借受人との間で、所有権の移 

転をするためということです。農地法第１８条第６項の規定による合意解約 

した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案どおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約につ 

いて、整理番号４番については、原案どおり承認することに決定いたしま 



した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、（議案書１５ページ）整理番号５番について、事務局の説明を求め 

   ます。 

事 務 局  議案書１５ページ、整理番号５番です。 

      貸付人は  今寺の  ○○○○ 様、 

      借受人は  同じく今寺の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 二本桜 ○○○番 地目は田 面積は８１０㎡、 

利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

期間は平成２５年９月１０日から平成３０年９月９日まで、 

小作料は、反当り７４㎏、年６０㎏です。 

解約理由は、借受人の都合よるためということです。農地法第１８条第６ 

項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案どおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約につ 

いて、整理番号５番については、原案どおり承認することに決定いたしま 

した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番です。 

      貸付人は 北下久間の  ○○○○ 様、 

借受人は 同じく北下久間の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 本
ほん

志
し

田原
だ は る

 ○○○番 外４筆 

地目は５筆とも田 面積は合計で４,９４６㎡です。 

利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

期間は平成２３年３月１０日から平成３３年３月９日までで、 

小作料は、反当り１８㎏、年９０㎏です。 

解約理由は、借受人の都合よるためということです。農地法第１８条第６ 

項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番については、原案どおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約につ 

いて、整理番号６番については、原案どおり承認することに決定いたしま 

した。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

先ず、別添の表１ページと２ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      お諮りします。整理番号９番の案件については、○○委員が貸し手人とな 

っていますので、これを先に審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  ○○委員は、嬉野市農業委員会総会会議規則第２０条の規定により、審議開

始から終了まで退室し、審議終了後に、入室・着席ください。 

（水川委員退室） 

では、整理番号９番について農林課の説明を求めます。 

農 林 課   別添の表、１ページを御覧ください。利用権設定塩田町の分整理番号９番 

です。 

貸し手人は 中通の ○○○○ 様、 

借り手人は 同じく中通の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 本谷 ○○○番 面積は７１４㎡、 

利用権は使用貸借権、期間は３年間で、再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる 

各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、利用権設定塩田町の分整理番号９番について、質疑を行ないます。 

何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。利用権設定塩田町の分整理番号９番に

ついては、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定塩田町の 

分整理番号９番については、原案どおり承認することに決定しました。 

  ○○委員に、入室・着席するように、事務局伝えてください。 

  （○○委員入室・着席） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  では、審議を続けます。皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から８番までと、１０番について、 

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 



委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。利用権設定塩田町の分整理番号１番から８番 

までと、１０番について、農林課の説明を求めます。 

農 林 課   別添の表、１ページと２ページを御覧ください。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から８番までと、１０番についてです。 

貸し手人は 五町田第１の ○○○○ 様、外８名様です。 

借り手人は 五町田第２の ○○○○ 様、外８名様です。 

所在地は、大字五町田 千堂 ○○○番○、外１６筆 

面積は合計で１８,０７１㎡、 

利用権は賃借権と使用貸借権、期間は３年から１０年間で、再設定と新規 

設定です。計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に 

定められる各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、利用権設定塩田町の分整理番号１番から８番までと、１０番に 

ついて、質疑を行ないます。何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。利用権設定塩田町の分整理番号１番 

から８番までと、１０番については、原案どおり承認することに異議のな 

い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定塩田町の 

分整理番号１番から８番までと、１０番については、原案どおり承認するこ 

とに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、（別添の表３ページ）利用権設定嬉野町の分 

皆さんに、お諮りします。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から５番ま 

でについて、一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議なしと認めます。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から５番までにつ

いて、農林課の説明を求めます。 

農 林 課   別添の表、３ページを御覧ください。整理番号１番から５番までです。 

貸し手人は 内野内野山の ○○○○ 様、外４名様です。 

借り手人は 上岩屋の ○○○○ 様、外３名様です。 

所在地は、大字下宿 三本松 ○○○番○、外８筆 

面積は合計で１６,３５８㎡、 

利用権は賃借権、期間は３年から１０年間で、新規設定と再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められ 

る各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、利用権設定嬉野町の分整理番号１番から５番までについて、質 



疑を行ないます。何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。利用権設定嬉野町の分整理番号１番 

     から５番までについては、原案どおり承認することに異議のない委員は、 

    挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定嬉野町の 

 分整理番号１番から５番までについては、原案どおり承認することに決定し 

ました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、（議案書１６ページ）議案第３号 農地法第３条の規定による申請の

許可についてを、議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１６ページ、整理番号１番です。売買による所有権の移転です。 

譲渡人は  佐賀市の  ○○○○ 様、 

      譲受人は  峰川原の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 荒巻
あらまき

 ○○○番、外１筆 

地目は田と畑 面積は合計で２,７９５㎡です。 

売買価格は、反当たり３５７,７８２円、全体で１,０００,０００円です。 

譲渡理由は、経営縮小。 譲受理由は、経営規模の拡大のためということで

す。 

図面は１９ページと２０ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 

１番については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。贈与による所有権の移転です。 

譲渡人は  南上の  ○○○○ 様、 



      譲受人は  同じく南上の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 臥
ふし

木
ぎ

 ○○○番○ 地目は田 面積は２４３㎡ 

です。 

譲渡理由は、農業廃止。 譲受理由は、経営規模の拡大のためということで

す。 

図面は２１ページと２２ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案どおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 

２番については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。売買による所有権の移転です。 

譲渡人は  茂手の  ○○○○ 様、 

      譲受人は  同じく茂手の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字谷所 茂手 ○○○番、 

地目は田 面積は２,０５５㎡です。 

売買価格は、反当たり４８６,６１８円、全体で１,０００,０００円です。 

譲渡理由は、農業廃止。 譲受理由は、経営規模の拡大のためということで

す。 

図面は２３ページと２４ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案どおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 

     ３番については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。贈与による所有権の移転です。 



譲渡人は  武雄市の  ○○○○ 様、 

      譲受人は  同じく武雄市の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 提
ひさぎ

の浦
うら

 ○○○番○、外２筆 

地目は３筆とも田 面積は合計で２,８１０㎡です。 

譲渡理由は、労力不足。 譲受理由は、経営規模の拡大のためということ 

です。 

図面は２５ページと２６ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号４番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案どおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 

４番については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、（議案書１７ページ）整理番号５番について、事務局の説明を求め 

     ます。 

事 務 局  議案書１７ページ、整理番号２番です。 

贈与による所有権の移転で、生前一括贈与です。 

譲渡人は  西山の  ○○○○ 様、 

      譲受人は  同じく西山の  ○○○○ 様です。 

所在地は、議案書１８ページ、別紙①を御覧ください。 

大字久間 牛
うし

石
いし

 ○○○番、外９筆 

地目は５筆が田、５筆が畑 面積は合計で１０,３６２㎡です。 

図面は２７ページと２８ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号５番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番について、原案どおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 

５番については、原案どおり許可することに決定しました。 

 



＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、（議案書２９ページ）議案第４号 農地法第４条の規定による申請の

承認についてを、議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求め

ます。 

事 務 局  議案書２９ページです、整理番号１番です。 

      申請人は 下野の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 立岩
たていわ

 ○○○番 

地目は畑 面積は１,９０９㎡です。 用途目的は、太陽光発電設備設置 

  事由は、申請地は、現在休耕地であり、今後も耕作の見通しがない。隣接 

耕作地への影響もなく、南面は日当たりも良いので太陽光発電設備を設置す 

るため転用したいということです。 

東は道路、墓地  西は畑  南は道路、畑  北は道路です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

図面は３１ページと３２ページ、写真は（ ５ ）番を御覧ください。以上で

す。 

議  長  江口委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  別にありません。 

議  長  続いて、松尾班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案

どおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号 

１番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は 下吉田の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 一本松一
いっぽんまついち

 ○○○番○ 

地目は畑 面積は１,８１４㎡です。 用途目的は、植林 

  事由は、申請地は、現在休耕地であり、今後の耕作の見通しもない。農地 



の形状もすり鉢状で、耕作には急斜面の悪条件であるため転用したいという 

ことです。 

東は畑  西は道路、山林  南は山林  北は道路、畑です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

図面は３３ページと３４ページ、写真は（ ６ ）番を御覧ください。以上で

す。 

議  長  松尾委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  場所は、現在、維持管理されておりますが、場所が厳しいため、仕方ないと

思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案

どおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号 

２番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      申請人は 春日の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 成就ヶ谷
じょうじゅがだに

 ○○○番○、外２筆 

地目は３筆とも畑 面積は合計で２,５２１㎡です。 用途目的は、植林 

  事由は、申請地は、現在休耕地であり、高齢のため耕作ができない。日当 

たりも悪く、生産性が低いため転用したいということです。 

東は山林  西は山林、原野  南は原野  北は山林です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

図面は３５ページと３６ページ、写真は（ ７ ）番を御覧ください。以上で

す。 

議  長  江口委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  現在休耕地ということですが、下の方は立派なネギが栽培されていまして、

もったいないように思いましたが、本人が高齢ということで、仕方ないと思い

ました。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 



委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案

どおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号 

３番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。申請人の認識不足により、既に転用されていますので、 

始末書を付けての申請です。 

申請人は 上不動の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字不動山 東熊
ひがしくま

川内
ご う ち

 ○○○番○、外１筆 

地目は２筆とも畑 面積は合計で２,０６５㎡です。 用途目的は、植林 

事由は、申請地は、現在休耕地であり、今後も高齢のため耕作ができない。 

維持管理が困難なため転用したいということです。 

東は山林  西は田、原野  南は山林  北は山林です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

図面は３７ページと３８ページ、写真は（ ８ ）番を御覧ください。以上で

す。 

議  長  山口委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  周りの方に同意は受けておられ、既に平成２７年に植林がなされております。

高齢ということですので、問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  植林をされた後、確認をしなくていいのですか。 

事 務 局  計画書により、木の本数、見積書を提出するようになっており、８年後、 

  現場確認しております。、確認後、完了証明を発行し、登記となります。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案

どおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号 

     ４番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



議  長  次に、（議案書３０ページ）整理番号５番について、事務局の説明を求め 

     ます。 

事 務 局  議案書３０ページ、整理番号５番です。申請人の認識不足により、既に転 

    用されていますので、始末書を付けての申請です。 

      申請人は 温泉１区の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 野畑
の ば た

 ○○○○番 

地目は畑 面積は４１３㎡です。 用途目的は、一般住宅 

  事由は、申請地は、現在休耕地であり、区画整理区域内の農地であり、周 

囲に耕作されている農地もなく、住宅用として適しているため転用したいと 

いうことです。 

東は畑(現況雑種地)  西、南は宅地  北は道路です。 

農地区分については、第３種農地（法第４条第２項第１号ロ（１））で、都

市計画法第８条第１項第１号に規定する用途区域です。 

図面は３９ページと４０ページ、写真は（ ９ ）番を御覧ください。以上で

す。 

議  長  川内委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  区画整理地であります。問題はありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案

どおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号 

５番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議 長  次に、（議案書４１ページ）議案第５号 農地法第５条の規定による申請の 

承認について、議題といたします。整理番号１番について、事務局の説明を求

めます。 

事務局  議案書４１ページ、整理番号１番です。 

     譲渡人は 内野内野山の 德永 浩二 様、 

譲受人は 温泉２区の 有限会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 鳥
とり

谷
たに

 ○○○番○ 地目は田 面積は１,７３５㎡です。 

用途目的は、残土及び資材置場 

事由は、申請地は、現在休耕地であり、今後の耕作の見通しもない。隣接す 



る土地に所有地があり残土・資材置場として利用していたが手狭となったこと 

から、残土及び資材置場を拡張するため転用したいということです。 

東は道路  西は水路、宅地  南は道路  北は水路、田です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号） 

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産 

性の低い農地です。 

売買価格は、反当り１３５,４４７円、全体で２３５,０００円です。 

図面は４３ページと４４ページ、写真は（ 10 ）番を御覧ください。以上です。 

議  長  武藤委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  別にありません。 

議  長  松尾班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  高さが、５０m 位あり、下には河川、道路があります。十分に気をつけ、 

石積み等で嵩上げを行うよう指導しております。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 

１番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 冬野の ○○○○ 様、 

譲受人は 福富の 有限会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様 

です。 

所在地は、大字久間 堤ノ上 ○○○番○、外１筆 

地目は２筆とも畑  面積は合計で１,００１㎡です。 

用途目的は、一般住宅及び駐車場 

事由は、申請地は現在休耕地であり、後継者もなく耕作の見通しもない。地

元居住者が増えるため一般分譲住宅及び駐車場として転用したいということ

です。 

東は宅地  西は畑、山林  南は畑、宅地  北は山林、宅地です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

売買価格は、反当り２,９９７,００３円、全体で３,０００,０００円です。 

図面は４５ページと４６ページ、写真は（ 11 ）番を御覧ください。以上 



です。 

議  長  田島委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  別にありません。 

議  長  松尾班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  宅地造成ですが、問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  事由で後継者がいないということでありますが、前回、息子がいると思うが。 

     確認をするように。 

事 務 局  今後確認します。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 

２番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 下宿の ○○○○ 様、 

譲受人は 峰川原の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 第七区画整理 ○○○番○ 

地目は畑  面積は８１㎡です。 用途目的は、住宅敷地 

事由は、申請地は、現在休耕地であり、今後の耕作の見通しもない。現在両

親と吉田で同居しているが、申請地が通院している病院に近く利便性も良いの

で、住宅用地として転用したいということです。 

東は畑、道路  西は宅地  南は道路  北は畑、宅地です。 

農地区分については、第３種農地（法第４条第２項第１号ロ（１））で、都

市計画法第８条第１項第１号に規定する用途区域です。 

売買価格は、反当り３０,２４６,９１４円、全体で２,４５０,０００円です。 

図面は４７ページと４８ページ、写真は（ 12 ）番を御覧ください。以上で

す。 

議  長  植松委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  区画整理地内で有り、問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 

３番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 温泉２区の ○○○○ 様、 

譲受人は 五町田第五の  株式会社○○○○  

代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 第七区画整理 ○○○番○ 

地目は畑  面積は１０６㎡です。  

用途目的は、事務所用駐車場及び進入路 

事由は、申請地は、現在休耕地であり、今後の耕作の見通しもない。用途 

地域であり、周りの環境にも恵まれているので、事務所を建築し賃貸するた 

め転用したいということです。 

東は道路  西は宅地  南は畑  北は道路です。 

農地区分については、第３種農地（法第４条第２項第１号ロ（１））で、都

市計画法第８条第１項第１号に規定する用途区域です。 

売買価格は、反当り４２,３４９,０５７円、全体で４,４８９,０００円です。 

図面は４９ページと５０ページ、写真は（ 13 ）番を御覧ください。以上で

す。 

議  長  川内委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  第七区画整理地内で有り、問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 

４番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、（議案書４２ページ）整理番号５番について、事務局の説明を求め 

ます。 

事 務 局  議案書４２ページ、整理番号５番です。 

      譲渡人は 下童の ○○○○ 様、 

譲受人は 五町田第一の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 笹谷 ○○○番、外２筆 



地目は３筆とも畑  面積は合計で３,５０８㎡です。 用途目的は、植林 

事由は、申請地は、現在休耕地で、今後の管理も困難な荒地となっているの

で整備し、植林して管理するため転用したいということです。 

東は畑  西は山林  南は畑、山林  北は山林です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

売買価格は、反当り４２,０００円、全体で１４７,３３６円です。 

図面は５１ページと５２ページ、写真は（ 14 ）番を御覧ください。以上 

です。 

議  長  稲富委員、地区担当委員としての説明、意見はありませんか。 

担当委員  昔は、田んぼで会ったが、その後ミカンを栽培されていたようです。その後、 

     管理されず、こんな山をどうして欲しいのかと尋ねたところ、○○さんが椎茸

を作りたいということでした。荒地とならぬよう頑張っていただくようお願い

したところです。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 

５番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

 

  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

 

 

 

  それでは、会議を閉じます。 

平成３０年 第３１回嬉野市農業委員会総会を閉会します。 

（ 午後 ２ 時 ３８ 分 閉

会 ） 

 

 

 

 



 


